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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第16期

第１四半期連結
累計期間

第17期
第１四半期連結
累計期間

第16期

会計期間

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
４月１日
至平成25年
６月30日

自平成24年
４月１日
至平成25年
３月31日

売上高（千円） 192,717 207,0881,573,286

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△215,326△81,679 255,747

当期純利益又は四半期純損失

（△）（千円）
△219,837△84,459 836,971

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△122,327△62,460 671,979

純資産額（千円） 3,852,8194,647,4554,647,126

総資産額（千円） 4,291,5266,447,4284,987,192

１株当たり当期純利益金額又は１

株当たり四半期純損失金額（△）

（円）

△1,440.60△553.19 5,484.67

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 89.7 71.4 93.1

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．第16期第１四半期連結累計期間及び第17期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

４. 第16期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変

更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変

更はありません。　

　

　　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりであります。

契約会社名
相手方

の名称
契約締結日 契約内容 契約期間

株式会社アドバンスト

・メディア（当社）

株式会社ウィズ

・パートナーズ

平成25年

５月10日
投資契約書

平成25年５月10日から

契約書に規程される本契約終了の事由が

生じるまで。

本契約に基づく履行又は遵守すべき義務

にどちらかが違反するまで。

　　当社グループは、平成25年５月10日開催の取締役会において、第三者割当により発行する第１回無担保転換社債型新

　株予約権付社債および第３回新株予約権を、ウィズ・アジア・エボリューション・ファンド投資事業有限責任組合に割

　り当てることを決議し払込を受けております。

　　あわせて、当社は、割当先の業務執行組合員である株式会社ウィズ・パートナーズと平成25年５月10日付で投資契約

　を締結しました。投資契約書において、当社は同社から当社事業の支援および取締役２名の派遣など経営に対する一定

　の関与をしてもらうことで、当社の企業価値向上を図ることを確認しております。

　

EDINET提出書類

株式会社アドバンスト・メディア(E05496)

四半期報告書

 3/21



３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

　

（１） 業績の状況

　当社グループは、人が機械に自然に意思を伝えられる「ソフトコミュニケーションの時代」を拓くべく第２次中期経営

計画を推進しております。当連結会計年度は、スマートデバイスの普及に対応した製品・サービスを強化することで、従来

の売り切りビジネスから月額課金モデルに転換を図り、売上と収益の安定的な成長を目指してまいります。

そのような中、売上高に関しましては、各事業部とも当初計画通りに進捗いたしました。

損益に関しましては、売上原価が当初想定以内に管理され、売上総利益を押し上げました。また、当第１四半期連結累計

期間は前年同四半期と比較し増収ではありましたが、売上と収益の安定的な成長を目指すために、積極的な研究開発投資

を行っており、営業損失はほぼ前年並みとなりました。なお、円安の影響による為替差益79百万円を営業外収益に計上いた

しました。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は207百万円（前年同四半期は売上高192百万円）、営業損失は154百

万円（前年同四半期は営業損失153百万円）、経常損失は81百万円（前年同四半期は経常損失215百万円）、四半期純損失

は84百万円（前年同四半期は四半期純損失219百万円）となりました。

　

　音声事業のうち各分野別の状況は、以下のとおりであります。

① CTI事業部

　新たに大手金融機関へ導入をすることができました。また、既存製品の拡販とともに、クラウド型サービスの拡販を行い

ました。

② クラウド事業部

　サントリーグループの店舗営業担当者の営業報告書の作成支援に音声入力が採用されました。また、自動車向け音声認識

エンジンの提供を開始し、株式会社ナビタイムジャパンのカーナビアプリ「カーナビタイム for Smartphone」に採用さ

れました。

　また、スマートフォンやタブレット端末などに、初期費用を抑えかつ容易に音声認識機能を組み込み、ご利用いただくた

めの企業向けクラウドサービス「AmiVoice
®
 Cloud」を本格的に販売開始し、顧客からの引き合いが増えております。

③ 医療・公共事業部

　従来の売り切りビジネスから月額課金モデルに転換を図るサービス・製品の開発に注力をいたしました。

　　

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

（３）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は、53百万円であります。なお、当第１四半

期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 358,000

計 358,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数　（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月14日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

　普通株式 152,822 152,822
東京証券取引所

（マザーズ）

当社は単元株制度

は採用しておりま

せん。

計 152,822 152,822 － －

 （注）「提出日現在発行数」欄には、平成25年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権等の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

当第１四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成25年５月10日

新株予約権の数（個） 90

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）(注）１ 25,200

新株予約権の行使時の払込金額（円）　(注）２ 178,000

新株予約権の行使期間
自　平成25年５月27日

至　平成31年５月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　179,700

資本組入額　　　89,850

新株予約権の行使の条件 （注）３

新株予約権の譲渡に関する事項 （注）４　

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．(1）本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、その総数は、25,200株とする。（本新

　　　　　　　株予約権１個の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の保有する

　　　　　　　当社普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数（以下、

　　　　　　　「交付株式数」という。）は、280株とする。）

　　　　　　　 ただし、(2)～（3）により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的となる株式の

               総数も調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。

　      (2）当社が注２（3）の規定に従って、行使価額（注２（2）に定義する。）の調整を行う場合には、交

            付株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるも

            のとする。

調整後交付株式数 ＝
調整前交付株式数×調整前行使価額　

調整後行使価額　

　 　　　  上記算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、注２（3）に定める調整前行使価額及び調整

　　　　　 後行使価額とする。

           (3）調整後交付株式数の適用日は、当該調整事由に係る注２(3)②及び⑤による行使価額の調整に関

               し、各調整事由毎に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

           (4）交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株

               予約権の新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後

               交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、適用開始日の前日

               までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

       ２．(1）本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額（以下に定義す

　             る。）に当該行使に係る本新株予約権の交付株式数を乗じた額とする。　

　　　     (2）本新株予約権の行使により、当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当たりの出資

               される財産の価額（以下、「行使価額」という。）は、178,000円とする。ただし、行使価額は以

               下(3)①の定めるところに従い調整されるものとする。

           (3）行使価額の調整

　          ①当社は、当社が本新株予約権の発行後、以下②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式数に変

　　　　　    更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「行使価額調整

              式」という。）をもって行使価額を調整する。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×

既発行

株式数　
＋　

交付株式数×１株当たりの払込金額　

時価

既発行株式数＋交付株式数　

          　②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後の行使価額の適用時期について
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              は、次に定めるところによる。

　　　    　　(イ）以下④（ロ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社

                   の保有する当社普通株式を処分する場合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請

                   求権付株式若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の

                   取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権

                   付社債に付されたものを含む。）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場

                   合を除く。）調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当

                   該払込期間の最終日とする。以下、同じ。）の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき

                   株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用

                   する。

　　　　　    (ロ）当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

　　　　     　調整後の行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、当社普通株式の無償割当て

               の効力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、

               当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌

               日以降これを適用する。

　　　　　　　(ハ）以下④（ロ)に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取

　　　　　　　　　 得され若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若し

                   くは新株予約権付社債を発行（無償割当ての場合を含む。）する場合

　　　　　     調整後の行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付さ

               れたものを含む。）その他の証券又は権利（以下、「取得請求権付株式等」という。）の全

               てが当初の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使

               価額調整式を適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権 

               が無償にて発行される場合は割当日）以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はそ

               の日（基準日を定めない場合には効力発生日）の翌日以降これを適用する。

　　　　　     上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求

               権付株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の行使価額は、当該対価の確

               定時点で発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交

               換又は行使され当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出す

               るものとし、当該対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

　　　　    　(ニ）上記(イ）～(ハ）の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるた

                   めの基準日が設定され、かつ、無償割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締

                   役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の行使価額は、当該承認が

                   あった日の翌日以降これを適用するものとする。

　　　　     　この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を

               行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場

               合、１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

株式数 ＝
（調整前行使価額－調整後行使価額）×　

調整前行使価額により当該期間内

に交付された株式数　

調整後行使価額　

            ③行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満に留

ま

              る限りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が

              発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価

              額からこの差額を差し引いた額を使用する。

　　　　    ④(イ）行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入

                   する。

　　　　　    (ロ）行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引

                   日目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平

                   均値（終値のない日数を除く。気配値表示を含む。）とする。この場合、平均値の計算は、

                   円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。
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　　　　    　(ハ）行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準

                   日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の行使価額を初めて適用

                   する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有す

                   る当社普通株式を控除した数とする。

　　    　　⑤上記（3）②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株

              予約権者（本新株予約権を保有する者をいう。以下、同じ。）と協議の上、その承認を得て、必要

              な行使価額の調整を行う。

　　　　    　(イ）株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第１項に定められた新設分割、会社法第

                   757条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために行使価額の調整を必要とすると

                   き。

　　　　    　(ロ）その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額

                   の調整を必要とするとき。

　　　　    　(ハ）当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために行使価額の調整を必要と

                   するとき。

　　　　    　(ニ）行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額

                   の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

　   　　　 ⑥上記（3）①～⑤により行使価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並

              びにその事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該

              適用開始日の前日までに本新株予約権者に通知する。ただし、適用開始日の前日までに上記通知を

　　　　　　　行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。　

　　　 ３．新株予約権行使の条件

　　　　(1）本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過すること

　　　　　　となるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

　　　　(2）各本新株予約権の一部行使はできない。

　　４．新株予約権の譲渡に関する事項

　　　　　　　 本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。
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当第１四半期会計期間において発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。

決議年月日 平成25年５月10日

新株予約権の数（個） 43

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注）１ 12,863

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）２ 117,000

新株予約権の行使期間（注）３
自　平成25年５月27日

至　平成31年５月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）
（注）４

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。（注）５　

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権付社債は会社法第254条第２項本文及び第３

項本文の定めにより本社債又は本新株予約権のうち一方

のみを譲渡することはできない。また、本新株予約権付社

債の譲渡には当社取締役会の承認を要するものとする。　　

代用払込みに関する事項

本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本

新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその払

込金額と同額とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１．本新株予約権の目的となる株式の総数は、本社債の元本総額を下記（注）２（2）記載の転換価額（転換価 

　 　　　 額調整事由が発生した場合は調整後転換価額）で除して得られる最大整数とする。

       　 本新株予約権の行使請求により当社が当社普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する当社 

          普通株式を処分（以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。）する数は、行使請求に係る本

          新株予約権に係る本社債の払込金額の総額を転換価額（転換価額調整事由が発生した場合は調整後転換価

          額）で除して得られる最大整数とする。

　　　　　 ただし、行使により生じる１株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。

　 ２．(1）本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価

　　　　　 額はその払込金額と同額とする。　

　　　 (2）本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するに当たり用いられる１株当たりの額

          （以下、「転換価額」という。）は、１株につき117,000円とする。

       (3）転換価額の調整

　       ①当社は、当社が本新株予約権付社債の発行後、本欄②に掲げる各事由により当社の発行済普通株式

           数に変更を生じる場合又は変更を生ずる可能性がある場合は、次に定める算式（以下、「転換価額調

           整式」という。）をもって転換価額を調整する。

調整後転換価額 ＝ 調整前転換価額 ×

既発行

株式数　
＋　

交付株式数×１株当たりの払込金額　

時価

既発行株式数＋交付株式数　

　　　　 ②転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、 

           次に定めるところによる。

　　　　　(イ）本欄④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有

　             する当社普通株式を処分する場合（ただし、当社の発行した取得条項付株式、取得請求権付株式

　　　　　　　 若しくは取得条項付新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに

　             交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたも

　             のを含む。）その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使による場合を除く。）

　         調整後の転換価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられたときは当該払込期間の最終

           日とする。以下、同じ。）の翌日以降又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける

           権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
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　　　　　(ロ）当社普通株式の株式分割又は当社普通株式の無償割当てにより当社普通株式を発行する場合

　　　 　　調整後の転換価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、当社普通株式の無償割当ての効

           力発生日の翌日以降、これを適用する。ただし、当社普通株式の無償割当てについて、当社普通

           株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを

           適用する。　

　　　(ハ）本欄④ロに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され

　　　　　　　 若しくは取得を請求できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予

　　　　　　　 約権付社債を発行（無償割当ての場合を含む。）する場合

　　　　　 調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権（新株予約権付社債に付された

           ものを含む。）その他の証券又は権利（以下、「取得請求権付株式等」という。）の全てが当初

           の条件で転換、交換又は行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を

　　　　　 適用して算出するものとし、当該取得請求権付株式等の払込期日（新株予約権が無償にて発行さ

           れる場合は割当日）以降、又は無償割当てのための基準日がある場合はその日（基準日を定めな

           い場合には効力発生日）の翌日以降これを適用する。

　　　　　 上記にかかわらず、転換、交換又は行使に対して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付

           株式等が発行された時点で確定していない場合は、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で

           発行されている取得請求権付株式等の全てが当該対価の確定時点の条件で転換、交換又は行使さ

           れ当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該

           対価が確定した日の翌日以降これを適用する。

　　　　　(ニ）上記(イ）～(ハ）の各取引において、当社普通株式の株主に割当てを受ける権利を与えるための

               基準日が設定され、かつ、無償割当ての効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その

               他当社の機関の承認を条件としているときには、調整後の転換価額は、当該承認があった日の翌

               日以降これを適用するものとする。

           この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使

           した新株予約権者に対しては、次の算出方法により当社普通株式を交付する。この場合、１株未

           満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。 

株式数 ＝
（調整前転換価額－調整後転換価額）×　

調整前転換価額により当該期間内

に交付された株式数　

調整後転換価額　

　　　    ③転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が１円未満に留

            まる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が

            発生し、転換価額を調整する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて調整前転換価額

            からこの差額を差し引いた額を使用する。

　　　  　④(イ）転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入す

　　　　  　　　 る。

　　　　　  (ロ）転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額が初めて適用される日に先立つ45取引日

                 目に始まる30取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎日の終値の平均値

                （終値のない日数を除く。気配値表示を含む。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満

                 小数第２位まで算出し、小数第２位を四捨五入する。

　　　　　  (ハ）転換価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日

                 がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後の転換価額を初めて適用する

                 日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日において当社の保有する当社

　　　　　　　　 普通株式を控除した数とする。　

　　　   　⑤上記(3）②の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本社債権

             者と協議の上、その承認を得て、必要な転換価額の調整を行う。

　　　　　　(イ）株式の併合、資本金の減少、合併、会社法第762条第１項に定められた新設分割、会社法第757

　　　　　　　　 条に定められた吸収分割、株式交換又は株式移転のために転換価額の調整を必要とするとき。

　　　　  　(ロ）その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の

                 調整を必要とするとき。
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　　  　　　(ハ）当社普通株式の株主に対する他の種類の株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とす

                 るとき。

　　　　  　(ニ）転換価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の

                 算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

　　　  　⑥上記（3）①～⑤により転換価額の調整を行うときには、当社は、あらかじめ書面によりその旨並び

            にその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用開始日その他必要な事項を当該適用

            開始日の前日までに本新株予約権付社債の社債権者に通知する。ただし、適用開始日の前日までに上

            記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。　

　　３．当社は、本新株予約権付社債の発行後、償還期限までの期間、その選択により、本新株予約権付社債の社

　　　　債権者に対して、償還すべき日の２週間以上前に事前通知を行った上で、当該繰上償還日に、以下に記載

　　　　の割合を残存する本新株予約権付社債の全部又は一部の額面金額に乗じた金額で繰上償還することができ

　　　　る。一部を償還する場合は、抽選その他の合理的な方法による。

　　　　　　　①　平成25年５月27日から平成26年５月26日までの期間：101.5％

　　　　　　　②　平成26年５月27日から平成27年５月26日までの期間：103.0％

　　　　　　　③　平成27年５月27日から平成28年５月26日までの期間：104.5％

　　　　　　　④　平成28年５月27日から平成29年５月26日までの期間：106.0％

　　　　　　　⑤　平成29年５月27日から平成30年５月26日までの期間：107.5％

　　　　　　　⑥　平成30年５月27日から平成31年５月26日までの期間：109.0％

　　４．(1）新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式１株の発行価格　

　　　　　　本新株予約権の行使により発行する当社普通株式１株の発行価格は、注２（2）記載の転換価額（転

　　　　　　換価額調整事由が発生した場合は調整後転換価額）とする。

　　　　　　(2）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

　　　　　　本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

　　　　　　の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生

　　　　　　じる場合はその端数を切り上げた金額とする。また、本新株予約権の行使により株式を発行する場合

　　　　　　において増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じて得た

　　　　　　額とする。

　　５．当社が第３回新株予約権の発行要項の規定に基づいて第３回新株予約権を取得する場合又は以下のいずれ

　　　　かの事象が発生した日以降いつでも、割当先の業務執行役員であるウィズ・パートナーズ（以下、「ウィ

　　　　ズ・パートナーズ」という。）は当社に対して書面をもって通知することにより、割当予定先が保有する

　　　　残存する本新株予約権付社債の全部又は一部を、注３の規定に準じて繰上償還するよう請求することがで

　　　　きる。

　　　　(1）当社普通株式の上場廃止又はその決定

　　　　(2）投資契約の当社による重大な違反があった場合

　　　　(3）投資契約の当社による軽微な違反について、ウィズ・パートナーズから是正を求める通告があ

　　　　　　り、２週間以内に違反状態が改善されない場合

　　　　(4）公開買付に関する、ウィズ・パートナーズの事前承諾のない当社の賛同意見表明
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（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日

（注）　

220 152,822 11,0004,596,09711,0003,062,797

　（注）新株予約権の行使による増加であります。　

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】　

 平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）  普通株式　152,602 152,602

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 152,602 － －

総株主の議決権 － 152,602 －

　 

②【自己株式等】 

 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又
は名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

－  － － － － －

計 － － － － －

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、海南監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,267,953 4,040,186

受取手形及び売掛金 569,185 185,501

電子記録債権 － 6,605

有価証券 85,611 89,476

商品及び製品 4,712 8,346

仕掛品 5,669 17,330

原材料及び貯蔵品 13,081 11,169

未収入金 129,267 135,667

その他 99,530 100,454

貸倒引当金 △3,110 △1,503

流動資産合計 3,171,900 4,593,233

固定資産

有形固定資産

建物 67,979 67,979

減価償却累計額 △35,171 △35,171

減損損失累計額 △32,807 △32,807

建物（純額） － －

その他 98,280 101,625

減価償却累計額 △82,290 △82,573

減損損失累計額 △15,290 △15,290

その他（純額） 699 3,761

有形固定資産合計 699 3,761

無形固定資産

ソフトウエア 7,838 9,468

ソフトウエア仮勘定 590 17,654

無形固定資産合計 8,428 27,122

投資その他の資産

投資有価証券 1,030,603 1,056,637

敷金及び保証金 74,174 74,166

長期前払費用 495,371 476,318

長期未収入金 206,820 217,030

その他 155 163

貸倒引当金 △959 △1,007

投資その他の資産合計 1,806,164 1,823,310

固定資産合計 1,815,292 1,854,194

資産合計 4,987,192 6,447,428
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 70,108 14,304

未払金 17,737 48,633

リース債務 305 260

未払法人税等 66,338 4,376

前受金 65,858 105,147

繰延税金負債 5,685 7,139

その他 48,821 35,412

流動負債合計 274,854 215,274

固定負債

社債 － 1,505,000

リース債務 71 29

繰延税金負債 58,118 72,614

資産除去債務 7,022 7,054

固定負債合計 65,211 1,584,698

負債合計 340,066 1,799,972

純資産の部

株主資本

資本金 4,585,097 4,596,097

資本剰余金 3,577,231 3,588,231

利益剰余金 △3,607,655 △3,692,115

株主資本合計 4,554,673 4,492,213

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 89,089 110,884

為替換算調整勘定 1,312 1,517

その他の包括利益累計額合計 90,402 112,402

新株予約権 2,050 42,840

純資産合計 4,647,126 4,647,455

負債純資産合計 4,987,192 6,447,428
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 192,717 207,088

売上原価 71,238 72,593

売上総利益 121,478 134,495

販売費及び一般管理費 274,544 288,587

営業損失（△） △153,065 △154,091

営業外収益

受取利息 617 1,514

有価証券利息 4,698 2,948

為替差益 － 79,460

関係会社株式売却に伴う精算分配金 54,171 －

雑収入 0 －

営業外収益合計 59,489 83,922

営業外費用

支払利息 28 7

持分法による投資損失 97,368 －

為替差損 24,462 －

社債発行費 － ※1
 11,413

雑損失 － 12

貸倒引当金繰入額 △108 76

営業外費用合計 121,750 11,510

経常損失（△） △215,326 △81,679

特別利益

新株予約権戻入益 － 2,050

特別利益合計 － 2,050

税金等調整前四半期純損失（△） △215,326 △79,629

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等調整額 3,560 3,880

法人税等合計 4,510 4,830

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △219,837 △84,459

四半期純損失（△） △219,837 △84,459
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △219,837 △84,459

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 98,415 21,794

為替換算調整勘定 △904 204

持分法適用会社に対する持分相当額 － －

その他の包括利益合計 97,510 21,999

四半期包括利益 △122,327 △62,460

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △122,327 △62,460

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

※１　新株予約権発行費と区分しておらず、実質的にも区分できませんので、社債発行費は新株予約権発行費を含めて記

　　載しております。

　

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累

計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は次のとおりであります。　

　

前第１四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日

　　至　平成24年６月30日）　

当第１四半期連結累計期間

（自　平成25年４月１日

　　至　平成25年６月30日）　

　減価償却費 5,848千円　 1,729千円　

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当に関する事項

　該当事項はありません。

　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自

平成25年４月１日　至平成25年６月30日）　

　当社グループは、音声事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

(1）１株当たり四半期純損失金額 1,440円60銭 553円19銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（千円） 219,837 84,459

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（千円） 219,837 84,459

普通株式の期中平均株式数（株） 152,602 152,678

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

──────

　

　

　

　㈱アドバンスト・メディア第３

回新株予約権（平成25年５月10

日取締役会決議）

　90個　25,200株

なお、当該新株予約権の概要は

「第３　提出会社の状況　１　株式

等の状況　（2）新株予約権等の

状況」に記載のとおりでありま

す。　

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額

であるため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

　

　

２【その他】

　　該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月13日

株式会社アドバンスト・メディア

取締役会　御中

海南監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 溝口　俊一　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 古川　雅一　　印

　 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アドバ

ンスト・メディアの平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年

４月１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記

について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任　

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表

を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。 

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　
  当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め
られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アドバンスト・メディア及び連結子会社の平成25年６月30日
現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事
項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

  会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 
　

以　上
　

　（注）　１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２.四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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